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職員一同、皆様のご利用をお待ち

しております。

(ご不明な点は、気軽に電話願いま

す)

電 話 ： ７４-１２８８
利用時間「午前9時～午後9時」

休館日 「12月29日～1月3日」

（臨時の休館日有）

グル―プ紹介   ＊＊＊パート１＊＊＊

敷 地 内 全 面 禁 煙

ゴミのお持ち帰りにご協力ください

利用団体の紹介コーナーです。

取材・写真撮影に伺いますので

ご気軽にお声掛けください。

おおるりコーラスの皆さん

福島岳風全会津ばんだい教場

詩吟例会の皆さん

12月1日(日）に初めてのファミリー

コンサートを企画しております。

歌のお好きな方、いつでもお待ちして

ます。      代表 田中さんより

●練習日：毎週水曜日 午後7時～９時

例会は、「吟道は、気を養うの道なり」の

精神のもと、毎月３回吟しております。

皆さんもご一緒にいかがですか？
             代表 高松さんより

暑さ対策も

お忘れなく！！

どなたでも利用可能なので一度遊びに

来てください。

お待ちしてま～す（＾０＾）

子供用の楽しい遊具がありますよ！

交流館は、おかげさまで満一周年を迎えることが出来ました。交流館は、おかげさまで満一周年を迎えることが出来ました。交流館は、おかげさまで満一周年を迎えることが出来ました。

ご利用いただきました皆様に、心より感謝申し上げます。ご利用いただきました皆様に、心より感謝申し上げます。ご利用いただきました皆様に、心より感謝申し上げます。

今後ともご利用くださいます様、よろしくお願いいたします。今後ともご利用くださいます様、よろしくお願いいたします。今後ともご利用くださいます様、よろしくお願いいたします。

ご意見・ご要望がございましたら、お気軽にご連絡ください。ご意見・ご要望がございましたら、お気軽にご連絡ください。ご意見・ご要望がございましたら、お気軽にご連絡ください。



８月の別名は、「葉月」というのですが、なぜだかご存知でしょう

か？諸説あるようですが、木の葉が紅葉して落ちる月「葉落

ち月」から「葉月」と言われるようになったという説が有名

です。これを機に各月の別名を調べてみてください。特に子

供たちはわからないことだと思いますので、親子で意味も含

めて調べてみてはいかがでしょうか。

只今、交流館入口の交差点、県道７号線が右折レーン増幅工事の

ため、交流館入口に設置してある遊具の所が、一部立ち入り禁止

区域になっています。

交流館入口

交差点拡張工事中!!

交流館 職員紹介

  交流館の入館者数実績

  （開所から６月３０日現在）

10代未満 ・・・・ 770名

10代    ・・・・1,336名

20代    ・・・・ 262名

30代    ・・・・ 539名

40代    ・・・・ 674名

50代    ・・・・1,455名

60代    ・・・・2,449名

70代    ・・・・1,172名

80代    ・・・・  72名

◆稼働日数345日

          計 8,729名

秋 山 綾 子

あ き や ま あ や こ

職員一同、皆様のご利用お待ちしております。

交流館 豆知識

     交流館館長 小林嘉隆
こばやしよしたか

鈴 木 康 彦

す ず き や す ひ こ

米 村 又 三

よ ねむ ら ゆ う ぞ う

長 澤 良 一

な が さ わ り ょ う い ち

この制度は、町民の方が、建築後５年以上経過し、現在住んでいる個人住宅を町内の施工業者に発

注し、補修や改修工事を行う場合に、経費の一部を町が補助する制度です。また、この制度の実施期

間は、平成25年度から平成29年度までの5年間です。なお、平成25年度の補助予算額は200万円で、

申込み順に審査し予算がなくなり次第終了となります。

◆対象工事期間・・・・・・・・平成25年5月1日以降の工事着手で、平成26年3月31日までに工事が完了するもの。

◆補助金額・・・・・・・・・・・・・・対象工事費用の総額（消費税を含む）が10万円以上になる場合、工事に要する経費

          の25％の金額を補助金額とし、1,000円未満は切捨てます。ただし、20万円を限度と

          します。

◆助成対象工事・・・・・・・・町内の施工業者に請け負わせた、低下した個人住宅の機能を向上させるために行う修繕

          補修、改修、設備改善などの住宅工事です。ただし、町の他の補助を受けた部分は対象

          外とし、同じ住宅でこの事業の助成を受けられるのは1回のみです。

◆申込者の資格・・・・・・・・①町内に在住する方

          ②個人専用住宅または併用住宅に居住している方

          ③町に納める町税、上下水道料、介護保険料等の滞納がない方

◆申込み手続き・・・・・・・・・補助金を受けるには、工事に着手する概ね20日前までに申込みの手続きが必要となります。

          ※着工後の申込みは対象となりません。

◆補助金の流れ・・・・・・・・申請書提出などの手続きは、施主（個人）が直接、町へ申請を行います。

磐梯町生活環境改善事業助成制度のご案内

詳しくは 磐梯町建設課まちづくり建設グループ ℡ ７４‐１２１８

●各月に別名があるのを知っていますか？

よろしくま♡

ご不便おかけします
が、ご協力お願いし
ます。

町からのお知らせ

お知らせ
８月１３日（火）に磐梯町役場・磐梯町中央公民館前において“第４回

納涼盆踊り”が開催されます。

今後、交流館でもいろいろな講座を予定しております。詳細が決まり次

第、ご案内致しますのでお誘い合わせの上、ぜひご参加下さい。


